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 申込基準日 申込受付期間 

第１期 ４月１日 ４月１日 ～  ４月３０日 

第２期 ７月１日 ７月１日 ～  ７月３１日 

第３期 １０月１日 １０月１日 ～ １０月３１日 

第４期 １月１日 １月１日 ～   １月３１日 

三郷町パートナーシップ宣誓制度 

にご登録いただいた方も対象です！ 

 
※その場合の「婚姻日」は「全国のいずれかの 

自治体で初めてパートナーシップ制度の登録を 

した日」のことを指します。 

 

募集スケジュール 

申込基準日において、次のいずれかに該当していること 

裏面に続く 



対象世帯  

対象住宅  

申請書類  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

三郷町役場 まちづくり推進課 

〒636-8535 奈良県生駒郡三郷町勢野西 1 丁目 1 番 1 号 

TEL:0745-43-7313(直通) FAX:0745-73-6334 

 

以下の要件を全てみたしていること。 

（１）助成対象世帯の合計所得金額が７９７万２千円以下 

※夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合は、ゼロとみなします。 

※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得から返済の年額を控除します。 

（２）生活保護法による保護の適用又は他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。 

（３）町税を滞納していないこと。 

（４）夫婦のいずれかが過去にこの助成金を受けていないこと。 

（５）暴力団員等でないこと。 

（６）事業成果を検証するための調査等に協力できること。 

 

①初年度 

●対象：申請月～翌３月の家賃 

●請求月：2月中旬～3月中旬頃 

●振込予定：３月 
 

②翌年度（更新手続き必要な場合） 

●対象：４月～最終月の家賃 

●請求月：最終月の一カ月間 

●振込予定：最終月の翌月 

助成金支払いスケジュール 

【提出書類】請求書、家賃支払い

証明（様式あり） 

 

家賃助成開始から３年以内に町内の 
住宅を取得された方に、５０万円を助
成します！ 
 

①住宅の新築に要した費用又は新築住宅若しくは中古住宅の購入に

要した費用とし、相続、譲与及び贈与その他無償で取得した住宅

については、対象としません。 

②支給対象経費となる費用は、２００万円以上とします。 

詳しくは、まちづくり推進課までお問合せください。 

 

※町外へ転出等の異動をされた 
場合は、助成金を支払いません。 


